
【保管場所使用権原疎明書面（自認書 】の記載例）

※ この書類は、申請者本人が保管場所を所有する場合に作成するものです。

に係る保管場所である は、私（当法人）の所有であることに間違いありません。証明申請・届出 土地・建物

警察署長 殿○○

年 月 日令和 ○ ○ ○

〒（ － ）○○○ ○○○○

群馬県 市 町一丁目１番１号 マンション１０５号室住 所 ○○ ○○ ○○

○○○－○○○－○○○○電 話

群馬 太郎氏 名

○保管場所である土地・建物
の両方が自己所有の場合は、
「土地」「建物」の両方に○印
を付ける。
○保管場所である土地が自己
所有の場合は、「土地」に○印
を付ける。
○保管場所である車庫が、建
物と一体となっており、この車
庫が自己所有の場合は「建
物」に○印を付ける。

○保管場所の所有者本人が記載する。

どちらかに○を付ける。

○「証明申請」とは、自動車を
運輸支局に登録する場合に必
要となる自動車保管場所証明
申請のことです。
○「届出」とは、軽自動車を新
たに取得した場合または自動
車の保管場所を変更した場合
に行う自動車保管場所届出
のことです。


